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1 令和４年第４回越知町議会臨時会 会議録 

 

 令和４年７月１３日 越知町議会（臨時会）を越知町役場議場に招集された。 

１．開 議 日 令和４年７月１３日（水）  

 

２．出席議員 （１０人） 

   １番 箭野 久美  ２番 森下 安志  ３番 小田 範博  ４番 武智  龍   ５番 市原 静子   

６番 高橋 丈一  ７番 西川  晃  ８番 寺村 晃幸  ９番 岡林  学  １０番 山橋 正男 

 

３．欠席議員（なし） 

 

４．事務局職員出席者 

   事務局長  中内 利幸   書 記  岩佐 由香 

 

５．説明のため出席した者 

  町 長    小田 保行   副町長    國貞 誠志   総務課長 井上 昌治   住民課長 西森 政利   産業課長 田村 幸三 

  保健福祉課長 國貞 満    環境水道課長 岡田 敬親 

    

６．議事日程 

第 １ 会議録署名議員の指名 

第 ２ 会期の決定 

第 ３ 議案第４０号 令和４年度越知町一般会計補正予算について 



 

1－2 

第 ４ 議案第４１号 建設工事委託に関する契約（協定）について（越知町特定環境保全公共下水道根幹的施設の建設工事） 

 

 

開 会  午前 ９時００分 

 

議 長（寺 村 晃 幸 君）おはようございます。臨時会の応召御苦労さまです。本日の出席議員は１０人です。定足数に達しておりますので、ただ今から

令和４年第４回越知町議会臨時会を開会し、直ちに会議を開きます。本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

     

会議録署名議員の指名 

議 長（寺 村 晃 幸 君）日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。会議規則第１２６条の規定により、５番 市原静子 議員と９番 岡林学 議員を指

名します。 

 

会 期 の 決 定 

議 長（寺 村 晃 幸 君）日程第２ 会期の決定の件を議題とします。本臨時会の会期を、本日 1日とすることに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり）御異議なしと認めます。本臨時会の会期は、本日 1日と決定しました。 

 

議案の上程及び提案理由の説明 

議 長（寺 村 晃 幸 君）日程第３ 議案第４０号 令和４年度越知町一般会計補正予算についてから日程第４ 議案第４１号 建設工事委託に関する契

約（協定）についてまでの２件を一括議題とします。執行者から提案理由の説明を求めます。町長、小田保行君。 

町 長（小 田 保 行 君）おはようございます。本日の臨時議会に提案させていただきます付議事件は、議案が２件となっております｡ 

議案第４０号 令和４年度越知町一般会計補正予算につきましては、新型コロナウイルス感染症対策に加えて、燃料費、電気代や物価の高騰が

町民生活へ深刻な影響を与えており、家計に対する迅速な支援策としての地域振興券事業や、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金などコ
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ロナ対策に必要な費用等、８，６０２万２千円を追加補正いたしまして、総額を４７億３万１千円とするものであります。歳出の主なものにつき

ましては、民生費２，１０７万２千円の増額、商工費６，２３９万１千円の増額補正となっております。 

歳入の主なものにつきましては、国庫支出金の国庫補助金８，４３０万４千円の増額、繰入金の基金繰入金１３３万円の増額補正となっており

ます。 

議案第４１号 建設工事委託に関する契約（協定）につきましては、越知町特定環境保全公共下水道根幹的施設の建設工事委託に関する契約（協

定）を３億６，９００万円で日本下水道事業団と締結いたしたく、地方自治法第９６条第１項第５号の規定により、議会の議決を求めるものであ

ります。 

詳細につきましては、担当課長から説明をさせますので、よろしくお願いいたします｡ 

議 長（寺 村 晃 幸 君）続いて、補足説明は休憩で行います。休憩します。 

 

     休 憩  午前  ９時０４分 

再 開  午前  ９時１８分 

 

議 長（寺 村 晃 幸 君）再開します。以上で提案理由の説明を終わります。 

 

議 案 質 疑 

議 長（寺 村 晃 幸 君）議案質疑を行います。 

議案第４０号から議案第４１号までの２件を一括して質疑を行います。質疑はありませんか。箭野久美議員。 

１ 番（箭 野 久 美 君）一補事７ページをお願いします。先ほどの説明で１８歳以下５２０人分に１万円を配付するということですが、この１８歳は何

月をもって１８歳と決めているんでしょうか。 

議 長（寺 村 晃 幸 君）田村産業課長。 

産業課長（田村幸三君）おはようございます。箭野議員に御答えいたします。１８歳以下ということですが、高校生に相当する年齢以下の子どもというの
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が対象者ということになっております。以上でございます。高校３年生以下になりますので、令和４年度時点で高校３年生に相当する１８歳以下

の子どもになりますのでよろしくお願いします。（「日にちを言うて」の声あり）平成１６年４月２日以降になります。 

議 長（寺 村 晃 幸 君）休憩します。 

休 憩  午前 ９時２０分 

再 開  午前 ９時２０分 

 

議 長（寺 村 晃 幸 君）再開します。田村産業課長。 

産業課長（田村幸三君）大変失礼しました。※平成１６年４月２日生まれまでとなっております。以上です。 

議 長（寺 村 晃 幸 君）箭野久美議員。 

１ 番（箭 野 久 美 君）要するに、令和５年の３月３１日までに１８歳になった子で、大学生はなしということでよろしいですか。 

議 長（寺 村 晃 幸 君）田村産業課長。 

産業課長（田村幸三君）大学生については対象になりません。それと先ほど、平成１６年４月２日生まれまで、と言いましたが、※平成１６年４月２日生

まれ以降の方が対象になりますので訂正させていただきます。申し訳ございませんでした。 

議 長（寺 村 晃 幸 君）市原静子議員。 

５ 番（市 原 静 子 君）一補事７ページになります。今、お話しをしたところなんですけれども、これは実施されるのは何月頃になるのでしょうか。お

聞きします。 

議 長（寺 村 晃 幸 君）田村産業課長。 

産業課長（田村幸三君）市原議員に御答えいたします。地域振興券につきましては、使用期間は、１０月１日から来年の１月３１日までを予定しておりま

すが、開始日につきましては、なるべく早く使えるよう、努力をしていきたいと考えております。以上でございます。 

議 長（寺 村 晃 幸 君）他に質疑はありませんか。はい、それでは、質疑はないようですので、質疑なしと認めます。質疑を終結します。 

 

※同ページに訂正あり 
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   討 論・採 決 

議 長（寺 村 晃 幸 君）討論・採決を行います。 

議案第４０号 令和４年度越知町一般会計補正予算について、討論はありませんか。 

討論なしと認めます。討論を終結します。採決を行います。本案について、原案のとおり決することに賛成の方の挙手を願います。 

挙手全員であります。よって、本案は可決されました。 

議案第４１号 建設工事委託に関する契約（協定）について、討論はありませんか。 

討論なしと認めます。討論を終結します。採決を行います。本案について、原案のとおり決することに賛成の方の挙手を願います。 

挙手全員です。よって、本案は可決されました。 

これで、本日の日程はすべて終了しました。以上をもちまして、令和４年第４回越知町議会臨時会を閉会いたします。なお、９時３５分から全

員協議会を行いますので、第１委員会室にお集まりください。どうも御苦労さまでした。 

 

 

閉 会  午前 ９時２４分 
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上記の会議録の次第は議会事務局職員の記載したもので、その正確であることを証明するためにここに署名する。 

 

 

越知町議会議長 

 

 

越知町議会議員 

 

 

越知町議会議員 


